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福島県環境教育等行動計画中間整理案に対する意見と対応 

１ ６月３日開催環境審議会第１部会での事前意見 

No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

１ 

 

全般   ○ 2050 年など長期の視点で持続可能な

社会、ローカル SDGｓの実現を考えると

き、次世代の中心になる中学、高校、大

学生などの意見を社会がどう生かせる

のかも重要となります。教育という中

に、学び考えた次世代の意見を社会が活

かす、という視点も必要です。 

 

○ 計画に基づく施策を推進するにあ

たっては、御指摘の視点を踏まえなが

ら検討してまいります。 

－ 崎田委員 生活環境総

務課 

義務教育課 

高校教育課 

２ 全般   ○ 国の気候変動適応計画に基づいて、地

域気候変動適応センターの設置が全国

的に進んでいます。福島県が未設置です

が、福島県で気候変動適応施策を各主体

と連携して総合的に進めていくうえで

の情報収集・発信や意識啓発を図るなど

の取組みの拠点が必要になっています。 

○ 候補としては環境創造センターが考

えられます。環境基本計画においても今

後の設置予定が記載されていますが、

「環境教育等」取組みにもどこかにキー

ワードを入れていても良いように思い

ます。 

 

○ ご意見について、県では現在、地域

気候変動適応センターの設置に向け

た検討を進めています。 

○ これを踏まえ、本計画においても、

例えば「（５）各主体間の連携・協働」

の主な推進施策に、地域気候変動適応

センターの設置について記載するこ

ととします。 

※参考（環境基本計画より引用） 

 本県における気候変動適応を推進す

るため、気候変動影響及び気候変動適

応に関する情報の収集、整理、分析及

び提供並びに技術的助言を行う地域

気候変動適応センターを設置します。

[地域気候変動適応センターの設置]

ＳＤＧｓ１３，１７ 

29 大迫委員 環境共生課 

環境創造セ

ンター 

３ １  福島

県の環境

教育等を

取り巻く

動向 

６ 最終行 ○ 福島の環境教育活動等関係施策の関

係図の挿入 

○ 下図のような施策が一覧として見え

ると、福島県の課題が分かり、必要な学

習や行動が理解しやすいように思いま

す。（階層性をきちんと理解しておりま

○ ご意見を踏まえ、関係する条例や計

画に係る施策をまとめた関係図を作

成し、本文中に図示することとしま

す。 

○ また、その中で再エネ施策や気候変

動適応に関する事項についても、明示

６ 渡邊委員 生活環境総

務課 
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No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

せんので同等扱いしています） 

○ 再エネ施策や気候変動適応計画など

もあると良いと思います（ＥＳＤとの比

較でもあります） 

（関係図） 

 

することとします。 

４ １  福島

県の環境

教育等を

取り巻く

動向 

２ 19 ○ 後者の施策の一つとして環境教育の

推進～とありますが、前者にも必要なこ

とと思います。 

○ ご意見を踏まえ、下記のとおり修正

します。 

○ 「後者の施策の一つとして」→「施

策の一つとして」 

 

２ 渡邊委員 生活環境総

務課 

５ １  福島

県の環境

教育等を

取り巻く

動向 

２ 26 ○ 豪雨、豪雪、地震、津波、噴火、竜巻

→豪雨、豪雪、竜巻、地震、津波、火山

噴火（気象現象をまとめて表記し、噴火

に火山を追加） 

 

○ ご意見のとおり修正します。 ２ 渡邊委員 生活環境総

務課 

６ １  福島

県の環境

教育等を

取り巻く

動向 

２ 27 ○ 自然災害の発生をなくすことは困難

であり→自然災害をなくすことは困難

であり（災害は発生しなければ災害とは

言わないので発生を削除） 

 

○ ご意見のとおり修正します。 ２ 渡邊委員 生活環境総

務課 
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No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

７ ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 
13 

７ 

～ 

18 

○ 「環境の回復」という言葉の定義が「放

射線にかかる理解の促進等」となってい

ますが、「理解の促進」は「回復」その

ものものではないと思います。 

○ 今の定義のままだと、同ページ 12 行

目や 17行目の表現は、「理解の促進等に

ついて理解を深める」ことになってしま

います。 

○ ご意見を踏まえ、「環境の回復」の言

葉の定義づけについて、表現ぶりを含

めて見直すこととします。 

13 清水委員 生活環境総

務課 

８ ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 

13 31 ○ 下記のとおり変更 

○ 人と環境の関わりを想像し、持続可能

な社会の大切さを理解できる人【理解

力】→人と環境の関わりを理解し、持続

可能な社会を創造できる人 

 

○ ご意見のとおり修正します。 

 

13 渡邊委員 生活環境総

務課 

９ ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 

15 19 

～ 

29 

○ 事業者の役割は大変重要であり、従業

員への環境教育だけでなく、自社の本業

を活かした体験的な環境教育の機会の

提供は、学校など教育機関にとって貴重

と考えます。 

○ ご意見のとおり、事業者の環境教育

に係る役割は重要であることから、本

県では事業者が環境教育の機会を学

校等に提供する「ふくしま環境教育支

援認定・登録制度」の事業を行うなど、

事業者と地域、学校の連携を推進して

いるところです。 

○ 引き続き、事業者と教育機関の連携

強化に努めてまいります。 

 

－ 崎田委員 生活環境総

務課 

10 ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 

16  ○ 環境教育等に係る施策に関して行動

計画を立てて関連施策の推進を図る取

組みは、先進的と言えます。この枠組み

をさらに効率・効果的で総合性をもった

施策として戦略的に推進する上で、総合

調整役である県の司令塔としての役割

の強化が望まれます。 

○ ｐ16 のオの行政の役割において、県

の役割に関して強化するポイントがあ

○ ご意見を踏まえ、実施機関の１つで

ある環境創造センターと連携し、県と

してリーダシップをとりながら関係

機関と調整を進めてまいります。 

16 大迫委員 生活環境総

務課 

環境創造セ

ンター 
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No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

ればぜひ追加記載をお願いします。個人

的には、環境創造センターに環境教育等

の取組みに関するシンクタンク機能を

果たしていただきたいと考えています。 

11 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

18 ５ ○ ＳＤＧｓの目標Ｎｏ．→ＳＤＧｓのＮ

ｏ．（目標を削除） 

○ ご意見のとおり修正します。 18 渡邊委員 生活環境総

務課 

12 

 

３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

30  ○ 主な推進施策の２つ目の「「コミュタ

ン福島」において、・・、県内の小学校

や中学校を始め、・・放射線に係る正確

な理解の促進や、環境学習活動の充実を

図ります。」、また、３つ目の「高校生が

情報や思いを伝える技法・・・ワークシ

ョップを開催します。」ですが、これは

非常に良い施策と思います。できれば県

内小学校を対象にした教育の延長線上

としての位置づけとし、中学校、高校と

の連携を図って、より興味や関心が増加

するような内容にしていただきたいと

思います。特に中学生や高校生は、そろ

そろ自分の将来についても考え始める

時期であり、福島の環境回復や環境問題

に貢献できる人材育成にもつなげてい

ければ良いと思います。 

 

○ ご意見を踏まえながら、引き続き、

コミュタン福島を活用した環境教育

の機会や、人材育成の充実化に努めて

まいります。 

－ 武石委員 環境創造セ

ンター 

13 

 

３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

31 指標 ○ 県内小学校の割合になっていますが、

ｐ30－24 では小学校や中学校と表記し

ています。他の施設が入館者数になって

いますので、入館者数だけでよいのでは

ないかと考えます。 

○ ご意見について、本指標は、コミュ

タン福島が主に小学校（５年生）を対

象とした放射線教育等の環境教育を

提供する重要な役割を有しているこ

とを踏まえ指標として設定しており

ますので、原案のままとします。 

－ 渡邊委員 環境創造セ

ンター 
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No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

14 

 

４  環境

教育等の

取組状況

の点検等 

40 指標 ○ 指標１８「「コミュタン福島」を活用

して環境学習を行った県内小学校の割

合」を削除 

○ ご意見について、前記「No.13」のと

同様の理由から、原案のままとしま

す。 

－ 渡邊委員 生活環境総

務課 

環境創造セ

ンター 

※６月３日審議会第１部会での事前意見（河津委員、沼田委員） 

No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

15 ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 

13 ７ 

～ 

18 

○ 環境教育等の位置づけ（関係用語の定

義） 

○・・・放射線に係る理解の促進等（以下

「環境の回復」という。）と定義してい

ますが、環境基本計画では、・・除染や

汚染廃棄物の処理等の「環境回復の推

進」としていることから、除染、汚染廃

棄物の処理なども加えてはいかがでし

ょうか。 

○ ご意見を踏まえ、「環境の回復」の言

葉の定義づけについて、表現ぶりを含

めて見直します。 

13 河津委員 生活環境総

務課 

16 ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 

17 30 ○（４）取組の継続性 

 県は、人材確保や・・・県民、民間団体、

事業者などが・・・支援します。とあり

ますが、（３）参加と協同で行政も位置

づけていることから、下線部に市町村も

加えてはいかがでしょうか。 

○ ご意見のとおり修正します。 17 河津委員 生活環境総

務課 

17 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

22 指標 ○ P31の指標名「「コミュタン福島」を活

用して環境学習を行った県内小学校の

割合」を再掲してはいかがでしょうか。 

○ ご意見のとおり修正します。 22 河津委員 環境創造セ

ンター 

生活環境総

務課 

18 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

19 指標 ○ 福島県環境アプリのダウンロード数

を指標に追加しては？ 

○ ご意見について、アプリについては

長期的な運用の視点から、１０年間の

目標を掲げる指標としては現時点で

は設定しない方針です。 

－ 沼田委員 一般廃棄物

課 

環境共生課 

生活環境総

務課 
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No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

19 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

19  ○ クールシェアスポット・ウォームシェ

アスポットについても、何らかの説明が

あればと思います。 

○ ご意見について、本文中に追記しま

す。 

18 沼田委員 環境共生課 

20 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

20 31 

～ 

35 

○ ナッジを活用したモデル事業は具体的

にどのようなものかなと思いました。 

○ ご意見について、取組の具体的な内

容については現在検討しているとこ

ろです。 

○ 今後、「人々が選択し、意思決定する

際の環境をデザインすることにより

行動を変容させる」という行動科学の

観点を取り入れたモデル事業を実施

してまいります。 

－ 沼田委員 環境共生課 

21 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

18,20, 

24,26 

 ○ 全体的に、適宜、SDGs１４「海の豊かさ

を守ろう」も入れてはと思います。福島県

には海もあります。最近は、海洋プラスチ

ックごみ削減のことや、東京電力福島第

一原子力発電所にたまり続ける汚染水の

海洋放出のこともありますので。 

○ ご意見について、各項目における推

進施策等の内容を確認しつつ、No.14

も含めた、主な SDGsを追加します。 

18他 沼田委員 環境共生課 

一般廃棄物

課 

生活環境総

務課 

22 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

19,22,

25,27,

29,31 

指標 ○ 全体的に評価する指標が少ない気がし

ます。取り組みごとに指標があってもよ

いように思います。SDG グローバル指標

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/o

da/sdgs/statistics/ を参考にしてはと

思います。（なお、資料 2, 3も含めて、

他の指標もこの SDG グローバル指標との

関係を意識して書いていってもらえれば

と思います） 

○ ご意見について、現在の指標の設定

にあたっては、現行計画の指標の状況

に加え、審議会からの意見を踏まえ、

現在の 20 指標（再掲３指標を含む）

としているところです。 

○ 今後、本計画に基づく取組内容を踏

まえて、適宜、指標の見直しを検討し

てまいります。 

○ なお、SDG グローバル指標も参考に

いたします。 

－ 沼田委員 生活環境総

務課 

24 ３  環境

教育等を

推進する

21,22  ○ 環境教育副読本は、福島県庁森林計画

課が所管する森林環境税収を活用した事

業でも現在準備しています。また、各市町

村がごみについての副読本を作っている

○ ご意見について、生活環境総務課が

作成している環境教育副読本は、県内

の環境や様々な環境問題を総合的に

まとめたものであり、毎年、県内すべ

－ 沼田委員 生活環境総

務課 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/
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No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

ための施

策 

はずです。それらとの関係をはっきりさ

せ、真に必要な事業と評価をお願いした

いです。 

ての小学５年生に配布し、授業等で活

用いただいているところです。 

○ 今後、他部局や県内市町村における

同様の冊子の作成状況を確認したう

えで、必要に応じて事業内容の見直し

等も検討してまいります。 

25 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

25 指標 ○ 森林づくり意識醸成活動は、森林環境

税収を活用した事業でも多く展開してお

り、かなり重なっているように思います。

森林づくり意識醸成活動の参加者数の指

標はそのことを踏まえたものとしてほし

いです（森林環境税収を活用した事業の

評価でも森林づくり意識醸成活動の参加

者数が指標の一つになっているはずで

す） 

○ ご意見については、森林環境基金事

業を含む森林づくりや森林にふれあ

う取組の参加者数を指標としたもの

で、福島県農林水産業振興計画におい

て設定しておりますが、環境教育等行

動計画においても同じ指標を設定し

ております。 

 

－ 沼田委員 森林計画課 

26 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

31 指標 ○ コミュタン福島利用者数を目標とし

て設定するのであれば、もっと高くす

べきでは？（令和元年度より低い目標

というのはいかがなものかと思いま

す）。なお、オンラインでの閲覧数等も

指標に入れてはと思います。 

 

○ ご意見について、この目標値は、環

境創造センター運営事業において、年

間の来館者数として当初より設定し

ているものであり、現時点では原案の

ままとします。 

○ 他方、新型コロナウイルス感染症拡

大に伴い、新しい生活様式が求められ

ることから、直接の来館だけでなく、

オンラインによる視察・見学者数やウ

ェブページの閲覧者数についても、次

期計画において加味する予定です。 

○ なお、毎年度の利用状況や社会情勢

の変化等を踏まえて、必要に応じ、指

標内容の修正等を検討してまいりま

す。 

－ 沼田委員 環境創造セ

ンター 

 

 

 



8 

 

２ ６月３日環境審議会第１部会での当日意見 

No. 項目 
審議会時資料 

意見等 意見等への対応 
対応 

ページ 
委員 担当課室等 

ページ 行 

27 ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 

10  ○ 下表の表題を「トリビシ会議」から「ト

ビリシ会議」に修正。 

○ ご意見のとおり修正します。 10 橋口委員 生活環境総

務課 

28 全般 

（環境創

造センタ

ーについ

て） 

  ○ 環境活動を行うにあたり相談したり、

ご指導いただけるような環境創造セン

ターの拠点機関のようなものは県北、県

南、会津、浜通りなど各地域にあるか。

なければ設置していただきたい。 

○ ご意見について、現在、地域ごとに

お問い合わせを受けるような拠点施

設はありませんが、環境共生課等に相

談等いただければ、環境創造センター

にお繋ぎいたします。 

－ 伊藤委員 環境共生課 

環境創造セ

ンター 

 

29 ２  環境

教育等の

推進に当

たっての

考え方 

３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

15 

 

26 

 ○ 民間の事業者の環境活動、環境教育活

動を積極的に活用されたらどうか。 

○ ご意見について、県では「体験の機

会の場の認定制度」という国の制度

や、「環境教育サポート団体認定制度」

という県の事業により、環境教育等を

行う事業者との連携、支援を行ってい

ます。 

○ ご意見を踏まえ、引き続き上記の取

組を推進してまいります。 

－ 伊藤委員 生活環境総

務課 

30 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

21,23,

27,29,

31,33 

 ○ 環境基本計画、循環型社会形成推進計

画、環境教育等行動計画のそれぞれでＳ

ＤＧｓの表記が異なるため、統一するべ

き。 

○ ご意見を踏まえ、「関連する主なＳ

ＤＧｓ」に統一します。 

18他 渡邉委員 生活環境総

務課 

環境共生課 

31 ３  環境

教育等を

推進する

ための施

策 

34  ○ 環境基本計画、循環型社会形成推進計

画、環境教育等行動計画の３つを読まな

ければＳＤＧｓが分からないため、それ

ぞれの計画でＳＤＧｓを説明するべき。 

○ ご意見について、本計画では３４ペ

ージでＳＤＧｓの説明を記載してお

ります。 

○ また、他の２つの計画でも同様に記

載をしております。 

－ 河津委員 生活環境総

務課 

環境共生課 

 

 


